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私は、小泉政権がやろうとしている「郵政民営化」は、「やったふり改革」の典型であると考え

ています。この点について、２月２２日の衆議院総務委員会で質疑を行いました。 
郵政民営化の経済的側面として、政府は、「経済の活性化」と「国民の利便性向上」という２つ

の目的を述べています。しかし、この目的は、それぞれ問題を含んでいます。 
 
「経済の活性化」については、政府は、民営化によって「官から民へ」とお金が流れるというこ

とを主張しています。 
しかし、2001 年 4 月から「財投改革法」が施行され、郵便貯金（郵貯）や簡易保険（簡保）に

より集められたお金は、2008 年 3 月末までに市場で運用されるようになっています。そして、財

政投融資で使われるお金は、国債という債券の形により市場で調達されるようになっています。国

債は、国の信用により元本が保証された債券なので、市場での需給関係により金利が高くなること

はあっても、必ず市場で消化されます。むしろ問題なのは、国債の発行により、民間に資金が流れ

なくなるという現象が起きることなのです。（これを経済学的には、「クラウディングアウト」と言

います。） 
つまり、郵貯や簡保の資金（約 338 兆円）を「官」に流さないようにするためには、国債の発

行自体を押さえなくてはなりません。しかし、国債は、現実的には増え続けています。国債発行残

高は、今年度（平成 16 年度）末で約 613 兆円です（うち財投分 124 兆円）。また、来年度（平成

17 年度）発行が予定されている国債は、借換債（103 兆円）も含めて７兆円余り増えて、約 170
兆円に上ります。 
本来の意味で、「官から民へ」お金を流すのであれば、郵貯や簡保の規模自体を縮小すればいい

はずです。そのためには、郵貯の預け入れ限度額を引き下げる政策が必要になります。そうすると、

国として関与しやすい公社形態のほうが適切ということになります。 
このように見てくると、政府は、歳出改革ができないことから国民の目先をそらすために、「民

営化」を唱えていると理解できます。 
 
「国民の利便性向上」については、郵政グループが「巨大独占企業」になるという危険性があり

ます。麻生大臣は、「経営者次第だ」と答弁していましたが、郵便局のコンビニ化による（山間部

の雑貨屋さんをつぶすような）民業圧迫や、郵便の持つ個人情報を活用したＤＭ事業を行うという

危険性は払拭されていません。 
 
引き続き、地に足が着いた冷静な議論を求めていこうと思います。 

 （衆議院議員 中村てつじ）

今号のトピックス :「郵政民営化」は ｢やったふり改革｣ の典型 



 
● お申し込み・お問い合わせはこちらの総支部へ 

民主党奈良県第２区総支部 〒639-1121 大和郡山市杉町 209-4（中村てつじ事務所）

                  TEL：0743-59-3915 FAX：0743-59-2228 

 

民主党入党・サポーター登録申込書 

どちらかに○ 党 員  ・  サポーター 

 
ふりがな  性別  年齢 

お名前  男 

女 

（西暦    年） 

明治・大正・昭和   年    月    日

  

 
ご住所 

〒     －      

●よろしければ、下記の項目もご記入ください。 

電話  e-mail 

勤務先 

ご職業 

 

 

 

受付

 

     年    月    日 

 

党員とは？                                                   

○民主党の基本理念と政策に賛同する 18 歳以上の方なら誰でもなれます。 

○在外邦人や在日外国人の方も OK です。 

○党員は、それぞれの地域にある民主党の総支部（総支部がない地域は都道府県連）

 に所属します。〈総支部〉とは、衆議院、参議院の各議員、または公認候補者など

 を代表者とする民主党の地域組織です。 

○党費は年間 6,000 円です。有効期間は１年。 

○党員は、民主党の運営や活動、政策づくりに参画でき、党代表選挙で投票するこ 

 とができます。 

○民主党の広報紙「プレス民主」（月 2回発行）と党員証が送付されます。党員の権

 利や活動は民主党規約や組織規則、倫理規則で定められており、それ以外の義務 

 やノルマなどはありません。 

サポーターとは？                                               

○民主党を応援したい 18 歳以上の方なら、どなたでもサポーターになれます。 

○会費は年間 2,000 円で有効期間は１年。 

○サポーターになると、党代表選挙で投票できるほか、党で主催する講演会や勉強 

 会、イベント、選挙ボランティアに参加することができます。 

民主党代表選挙への参加                                        

○民主党の党員・サポーターになると、2 年に 1度、党代表を選ぶ選挙に、郵便投票

 で参加することができます。 

○選挙が行われる年の 5月 31 日の定時登録（年に１度党本部で全国の党員・サポー

 ターの名簿を集計）の時点で党員・サポーターになっていることが条件です。 

 投票資格のある方には、党本部から投票用紙が郵送されます。 

あなたも民主党に参加しませんか？
民主党の運営と活動を支え、ともに行動する〈党員・サポーター〉を募集しています。 

 
◆党員      党費 6,000 円 

◆サポーター  会費 2,000 円 

◎お近くの総支部、国会議員事務所へお申

し込みください。 

党員・サポーター集会

プレス民主


